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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

日
本
国
に
お
け
る
経
済
協
力
開
発
機
構
の
特
権
及
び
免
除
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
経
済
協
力
開
発
機
構
と
の

間
の
協
定
の
規
定
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
交
換
公
文
を
改
正
す
る
交
換
公
文
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る

の
件
（
閣
条
第
一
一
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

我
が
国
は
経
済
協
力
開
発
機
構
（
以
下
「
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
」
と
い
う
。
）
と
の
間
で
は
、
一
九
六
七
年
に
、
日
本
国
に
お
け
る
経

済
協
力
開
発
機
構
の
特
権
及
び
免
除
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
経
済
協
力
開
発
機
構
と
の
間
の
協
定
（
以
下
「
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
に
関

す
る
特
権
・
免
除
協
定
」
と
い
う
。
）
を
締
結
し
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
及
び
そ
の
職
員
等
が
享
有
す
る
特
権
及
び
免
除
等
に
つ
い
て
定

め
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
に
関
す
る
特
権
・
免
除
協
定
の
規
定
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
交
換
公
文
（
以
下
「
一
九
六
七
年
の
交
換
公
文
」

と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
我
が
国
政
府
等
が
、
日
本
人
職
員
の
給
与
及
び
手
当
に
対
す
る
課
税
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ

と
等
に
つ
い
て
定
め
た
。
我
が
国
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
東
京
セ
ン
タ
ー
を
始
め
と
す
る
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
機
能
及
び
活
動
が
拡
大
し
て
い

る
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
一
九
六
七
年
の
交
換
公
文
の
内
容
を
改
正
す
る
た
め
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
と
の
間
で
交
渉
を
行
い
、
二
〇
二
一

年
（
令
和
三
年
）
二
月
に
パ
リ
で
署
名
及
び
書
簡
の
交
換
を
行
っ
た
。
こ
の
交
換
公
文
は
、
我
が
国
が
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
及
び
職
員
等

に
対
し
て
新
た
に
与
え
る
特
権
及
び
免
除
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
り
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。



二

一
、
一
九
六
七
年
の
交
換
公
文
の
２
の
規
定
は
、
こ
の
交
換
公
文
が
効
力
を
生
ず
る
年
の
翌
年
の
一
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る

各
課
税
年
度
に
つ
い
て
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
が
日
本
国
民
に
対
し
て
支
払
う
給
与
及
び
手
当
に
つ
い
て
は
、
適
用
さ
れ
な
く
な
る
。

二
、
一
九
六
七
年
の
交
換
公
文
に
、
次
の
内
容
の
規
定
を
加
え
る
。

㈠

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
に
関
す
る
特
権
・
免
除
協
定
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
特
権
及
び
免
除
は
、
阻
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
Ｏ
Ｅ
Ｃ

Ｄ
の
機
能
並
び
に
当
該
特
権
及
び
免
除
を
与
え
ら
れ
る
者
の
完
全
な
独
立
を
あ
ら
ゆ
る
状
況
に
お
い
て
確
保
す
る
た
め
に

の
み
与
え
ら
れ
る
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
規
則
に
従
い
、
特
権
及
び
免
除
の
濫
用
を
防
止
す
る
た
め
に
あ
ら
ゆ
る

予
防
措
置
を
と
る
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
は
、
特
権
又
は
免
除
の
濫
用
が
発
生
し
た
と
日
本
国
政
府
が
認
め
る
場
合
に
は
、
要
請
に

よ
り
、
時
宜
を
失
す
る
こ
と
な
く
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
日
本
国
政
府
と
協
議
す
る
。

㈡

日
本
国
政
府
及
び
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
は
、
特
権
及
び
免
除
の
範
囲
の
観
点
か
ら
協
定
を
最
新
の
も
の
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の

協
議
を
継
続
す
る
。

三
、
こ
の
交
換
公
文
は
、
日
本
国
政
府
が
効
力
発
生
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
国
内
手
続
を
完
了
し
た
旨
を
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
に
通
告

し
た
日
の
後
三
十
日
目
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
。


